
⼗ 管 区 ⽔ 路 通 報

第 １３ 号

（令和５年３⽉２４⽇〜令和５年３⽉３０⽇ 掲載分）

 第 152項　九州東岸　－　細島港　　花火打上げ
 第 153項　九州西岸　－　島原湾　　灯浮標一時撤去（予告）
 第 154項　九州西岸　－　東シナ海北部　　救難訓練
 第 155項　九州南岸　－　鹿児島港、外港　　小型船舶等操縦訓練
 第 156項　九州南岸　－　鹿児島港、外港　　ヨットレース
 第 157項　九州南岸　－　鹿児島港、外港　　花火大会
 第 158項　九州東岸　－　宮崎港　　小型船舶操縦訓練
 第 159項　九州東岸　－　宮崎港及び付近　航行自粛について
 第 160項　九州東岸　－　日向灘　　救難訓練
 第 161項　南西諸島　－　トカラ群島、横当島周辺　　海洋調査

★５年１５２項 九州東岸 － 細島港  花⽕打上げ

花火打上げが実施される。
　期　間　　令和5年3月30日、1930～2100（内2分間）
　区　域　　32-26-23N  131-38-41Eを中心とする半径110mの円内　　　　　　
　海　図　　Ｗ１２２３
　出　所　　細島港長

★５年１５３項 九州⻄岸 － 島原湾  灯浮標⼀時撤去（予告）

灯浮標が一時撤去される。
　一時撤去予定日　　令和5年4月5日
　１　熊本県漁連長洲港南沖灯浮標(灯台表第1巻、6417.5)
      位　置　　　32-51.8N  130-26.1E
　２　熊本県漁連菊池川口南西沖第1号灯浮標(灯台表第1巻、6418.4)
      位　置　　　32-50.1N  130-27.4E
　３　熊本県漁連菊池川口南西沖第2号灯浮標(灯台表第1巻、6418.5)
      位　置　　　32-50.0N  130-27.5E
　４　熊本県漁連熊本港北西沖第1号灯浮標(灯台表第1巻、6423.4)



      位　置　　　32-48.0N  130-29.1E
　５　熊本県漁連熊本港北西沖第2号灯浮標(灯台表第1巻、6423.5)
      位　置　　　32-47.4N  130-28.6E
　６　熊本県漁連緑川口西沖第1号灯浮標(灯台表第1巻、6424.4)
      位　置　　　32-43.5N  130-28.8E
　７　熊本県漁連緑川口西沖第2号灯浮標(灯台表第1巻、6424.5)
      位　置　　　32-43.0N  130-28.8E
　８　熊本県漁連赤瀬港北西沖灯浮標(灯台表第1巻、6427.5)
      位　置　　　32-39.4N  130-29.7E 
　海　図　　Ｗ１７２－Ｗ１６９
　出　所　　十本部交通部、熊本海上保安部

★５年１５４項 九州⻄岸 － 東シナ海北部  救難訓練

自衛隊航空機による照明筒及びフレア等の投下を伴う救難訓練が実施される。
　期　間　　令和5年4月1日～令和6年3月31日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）、0700～2100
　区　域　　5地点により囲まれる区域
            　 (1)  32-30-12N  127-11-53E
               (2)  32-19-12N  128-29-52E
               (3)  32-00-12N  129-34-52E
               (4)  31-18-13N  129-34-52E
               (5)  30-22-13N  127-59-53E
　海　図　　Ｗ１８７－ＪＰ１８７－Ｗ１８０－Ｗ４３７
　出　所　　航空自衛隊新田原救難隊

★５年１５５項 九州南岸 － ⿅児島港、外港  ⼩型船舶等操縦訓練

小型船舶操縦訓練及び特殊小型船舶操縦訓練(水上オートバイ)が実施される。
　１　小型船舶操縦訓練
　　　　　　期　間　　令和5年4月9日、10日、13日、14日、23日、24日、0730～1720
　２　特殊小型船舶操縦訓練(水上オートバイ)
　　　　　　期　間　　令和5年4月17日、18日、0830～1720
　区　域　　2地点を結ぶ線上、幅50m
              (1)  31-27-23N  130-31-36E 
              (2)  31-27-12N  130-31-36E 
　備　考　　区域内に浮標3～6基を設置　
　海　図　　Ｗ２１４Ｂ－ＪＰ２１４Ｂ
　出　所　　鹿児島港長



★５年１５６項 九州南岸 － ⿅児島港、外港  ヨットレース

ヨットレースが実施される。
　期　間　　令和5年4月1日、2日、0830～1730
　区　域　　31-27-18N  130-31-40Eを中心とする半径500mの円内
　備　考　　参加艇　約50艇
　　　　　　付近に警戒船を配置        
　海　図　　Ｗ２１４Ｂ－ＪＰ２１４Ｂ－Ｗ２２１－ＪＰ２２１
　出　所　　鹿児島港長

★５年１５７項 九州南岸 － ⿅児島港、外港  花⽕⼤会

花火大会が実施される。
　期　間　　令和5年4月8日、1900～2000
　区　域    4地点により囲まれる区域
               (1)  31-32-23N  130-33-02E（岸線上） 
               (2)  31-32-38N  130-33-09E 
               (3)  31-32-27N  130-33-41E 
               (4)  31-32-12N  130-33-34E 
  備　考　　付近に警戒船を配置
　海　図　　Ｗ２１４Ａ－ＪＰ２１４Ａ－Ｗ２１４Ｂ－ＪＰ２１４Ｂ
　出　所　　鹿児島港長



★５年１５８項 九州東岸 － 宮崎港  ⼩型船舶操縦訓練

小型船舶操縦訓練が実施される。 
期　間　　令和5年4月9日～17日、25日～27日、0800～1730
区　域　　2地点を結ぶ線上、幅30m

 (1)  31-55-14N  131-28-02E 
  (2)  31-55-07N  131-28-04E 

備　考　　区域内に浮標3基を設置
海　図　　Ｗ１２７２
出　所　　宮崎海上保安部

★５年１５９項 九州東岸 － 宮崎港及び付近 航⾏⾃粛について

「G7宮崎農業大臣会合」開催に伴い、船舶の航行自粛海域が設定される。
　期　間　　令和5年4月21日～23日（大臣会合関連行事終了まで）
　区域１　　4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域



                (1)  31-57-47.7N  131-28-41.5E （岸線上）
                (2)  31-57-42.5N  131-29-03.0E 
                (3)  31-57-05.1N  131-28-50.1E 
                (4)  31-57-09.8N  131-28-28.8E （岸線上）
　区域２　　4地点を結ぶ線及び陸岸により囲まれる区域
                (5)  31-53-09.1N  131-27-27.9E （岸線上）
                (6)  31-53-09.1N  131-28-12.4E 
                (7)  31-52-04.4N  131-28-12.4E 
                (8)  31-52-04.4N  131-27-14.5E （岸線上）
　備　考　　下記事項について協力願う　　
　　　　　　　　(1)航行自粛海域にみだりに立ち入らない
　　　　　　　　(2)宮崎空港の滑走路の延長線上における停留、停泊の自粛
　海　図　　Ｗ１２７２－Ｗ１２２０－ＪＰ１２２０
　出　所　　十本部

★５年１６０項 九州東岸 － ⽇向灘  救難訓練

自衛隊航空機による照明筒及びフレア等の投下を伴う救難訓練が実施される。
　期　間　　令和5年4月1日～令和6年3月31日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）、0700～2100
　区域１　　6地点により囲まれる区域
               (1)  32-30-16N 131-59-42E
               (2)  32-09-21N 132-17-58E
               (3)  31-57-55N 132-07-15E
               (4)  31-59-37N 131-31-25E
               (5)  32-16-26N 131-37-51E
               (6)  32-26-12N 131-46-51E
　区域２　　22地点により囲まれる区域
               (7)  32-53-53N  135-00-50E 
               (8)  32-33-13N  135-00-50E 
               (9)  32-09-12N  135-00-34E 
               (10) 31-18-07N  135-00-00E 
               (11) 30-33-17N  133-55-18E 
               (12) 30-19-20N  133-35-30E 
               (13) 29-55-06N  133-01-30E 
               (14) 29-28-08N  132-24-14E 
               (15) 29-55-38N  131-44-17E 
               (16) 30-12-03N  131-30-04E 
               (17) 30-29-15N  131-17-12E 
               (18) 30-57-07N  131-38-48E 
               (19) 31-30-43N  132-09-21E 
               (20) 31-51-55N  132-27-38E 
               (21) 32-00-13N  132-34-51E 
               (22) 32-03-13N  132-37-51E 
               (23) 32-01-43N  132-37-51E 
               (24) 32-04-56N  132-47-14E 
               (25) 32-18-07N  133-26-17E 
               (26) 32-34-00N  133-56-23E 
               (27) 32-37-12N  134-02-51E 



               (28) 32-46-49N  134-32-00E 
　海　図　　Ｗ１２２０－ＪＰ１２２０－Ｗ１５７
　出　所　　航空自衛隊新田原救難隊

★５年１６１項 南⻄諸島 － トカラ群島、横当島周辺  海洋調査

（十管区水路通報5年3号21項削除）
自律型海洋観測装置(長さ約3m)による海洋調査が実施されている。
　期　間　　令和6年3月31日まで
　区　域    4地点により囲まれる区域
               (1)  29-00N  128-40E 
               (2)  29-00N  129-00E 
               (3)  28-40N  129-00E 
               (4)  28-40N  128-40E 
  備　考　　観測装置は無人で移動する
　　　　　　観測装置は灯及びレーダーリフレクターで表示
　　　　　　観測装置は台風等により区域を離脱することがある
　海　図　　Ｗ２３１－Ｗ１８２Ａ－Ｗ４３７－Ｗ１００２－Ｗ１０７２－Ｗ２１０－ＦＷ２１０
　出　所　　十本部海洋情報部


